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Queue 株式会社との業務提携及び新サービス提供開始に関するお知らせ 

 

 

当社は、AI 検索最適化（LLMO／AI SEO）を専門とする Queue 株式会社と業務提携し、AI 検索

時代に対応するAI-SEOコンサルティングサービス「AI Buzz Engine（エーアイ バズ エンジン）」

の提供を開始したことをお知らせいたします。 

 

１．業務提携の理由及び目的 

生成 AI の普及に伴い、情報収集・比較検討における AI 活用が拡大しており、企業においては

AI の回答文脈における情報設計の重要性が高まっています。 

 こうした環境変化を踏まえ、Queue 社の AI・LLM 領域における技術力と、当社の SNS マーケテ

ィング支援の知見を活かし、AI に引用・参照されやすいコンテンツ設計および情報発信を支援

する新サービス「AI Buzz Engine」の提供を開始いたしました。 

 

２．新サービスの概要 

「AI Buzz Engine」は、Queue 社が提供する AI 検索最適化支援サービス「umoren.ai」と、当

社の生活者理解やコンテンツ企画・運用力を基盤に、AI 検索上でのブランドおよびサービスの

可視性向上を支援する AI-SEO コンサルティングサービスです。 

従来の SEO では検索結果における順位向上を目的としたキーワード設計やページ最適化が中心

でしたが、生成 AI を介した検索の普及により、AI が参照・引用しやすい情報構造やコンテンツ

設計が求められています。本サービスでは、AI の回答生成時における参照情報や評価ロジック

を踏まえ、AI に引用・参照されやすいコンテンツ設計を行う技術的アプローチを強みとしてい

ます。加えて、当社の生活者理解やコンテンツ企画力・運用力を活かし、AI に選ばれやすいだ

けでなく、生活者にも自然に受け入れられる表現・切り口でのコンテンツ制作を支援します。 

これにより、技術的な最適化と生活者視点の両面から、AI 検索時代に対応する企業の情報発信

をサポートしてまいります。 

 



３．「AI Buzz Engine」の主な特徴 

① AI に引用・参照されやすいコンテンツ設計 

AI の回答生成時における情報取得・評価の知見をもとに、検索クエリにおいて企業・サー

ビスが適切に取り上げられる状態を目指し、コンテンツ設計・改善を行います。技術的な観

点から、AI に参照されやすい情報構造や要件の整理を支援します。 

② 機械学習・LLM 開発知見を活かした数値ベースの最適化 

Queue 社の機械学習・LLM 領域に携わってきたエンジニアチームの知見を背景に、評価ロジ

ックや参照元選定に影響する要素を踏まえた分析・改善を実施します。表層的なトレンド

にとどまらない、数値ベースでのコンテンツ最適化を可能とします。 

③ 生活者視点を踏まえたコンテンツ制作支援 

当社の SNS マーケティング支援の知見を活かし、AI に選ばれやすいだけでなく、生活者に

も自然に受け入れられる表現・切り口でのコンテンツ制作を支援します。 

④ 薬機法・景品表示法を踏まえた安心・安全な情報発信支援 

美容・健康関連商材をはじめ、薬機法や景品表示法への配慮が必要な分野においても、適切

な表現管理を踏まえた情報発信を支援します。 

 

４．今後の展望 

当社は今後、「AI Buzz Engine」を通じて、企業の AI 検索対応を単なる新規施策としてではな

く、SNS・検索・コンテンツ戦略を横断する次世代マーケティング基盤として支援してまいりま

す。Queue 社の技術的知見と、当社の SNS マーケティングおよびコンテンツ支援力を掛け合わせ

ることで、AI にも生活者にも選ばれるブランドづくりを推進し、企業の持続的な成長に貢献し

てまいります。 

 

５．業務提携先の概要 

（１） 名 称 Queue 株式会社 

（２） 所 在 地 東京都中央区銀座 8 丁目 17-5 THE HUB 銀座 OCT 

（３） 代 表 者 谷口 太一 

（４） 事 業 内 容 LLMO（AI SEO）事業 / AI受託開発 

（５） 資 本 金 115 万円 

（６） 設 立 年 月 日 2024 年 4 月 

（７） 当 社 と の 関 係 
当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係

および取引関係はなく、関連当事者にも該当いたしません。 
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